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※梱包時に梱包明細書の作成頂きます。

税関検査では箱の内容点検をしながら、梱包明細書の内容品目を照会します。実際の箱の中身とリスト項目が合致しなければ
通関できませんので、品目は具体的に、正確な個数の記入をお願い致します。品目で「雑貨」「〇〇用品」などの総称はご利用
頂けません。保険金額は再調達できる新品価格を記入します。また、たとえ中古でも＄0.00は税関申告では認められません。

実際の署名を記載頂きます。タイプは無効となります。


